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裁判官会議（第9回）議事録

平成30年3月14日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者大谷長官， 岡部，鬼丸， 山本， 山崎池上，小池，木澤，菅野， 山口，戸

倉，林，宮崎，深山，三浦各裁判官

大谷長官議長席に着く。

議事

1 日本司法支援センター理事長の任命について

中村総務局長から， 資料第1に基づき，標記の任命について説明があり，法務

大臣からの同任命についての求意見に対し，最高裁判所として意見がない旨回答

することを決定した。

2 裁判官以外の裁判所職員の俸給の特別調整額に関する規則の一部を改正する規

則について

堀田人事局長から，資料第2に基づき，標記の規則について説明があり，原案

どおり決定した。

3 裁判所職員の留学費用の償還に関する規則の一部を改正する規則について

堀田人事局長から，資料第3に基づき，標記の規則について説明があり，原案

どおり決定した。

4 人事について

（1） 堀田人事局長から， 資料第4に基づき， 人事関係事項について説明があり，

1の裁半ll官の検事転官等, 2の裁判官の新規任命, 3の法科大学院への裁判官

の派遣， 4の司法研修所教官等の充職等及び5の裁判官の昇給については，い

ずれも原案どおり決定し， 6の平成30年春の藍綬褒章受章者の内定について

は，報告がされた。

（2） 堀田人事局長から，資料第5に基づき，那覇地方裁判所長の補職等について

説明があり，次のとおり決定したニ

福岡高等裁判所判事佐藤明の依願免本官に伴い，那覇地方裁判所長矢尾渉を

福岡高等裁判所判事（部の事務総括者）に補し， その後任者を東京高等裁判所

判事増田稔とする。

午前10時59分終了
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裁判官会議資料第￥
（3月/k日開催）
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裁判官会議付議人事関係事項(平成30. 3. 14提出）
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1 裁判官の検事転官等について

東京高判事・東京簡裁判事 法務省大臣官房審議官

武笠圭志（44） ・

釧路地家判事（部総括） ・釧路簡裁

判事

須賀康太郎（50）

’

検事（法務省訟務局）
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2裁判官の新規任命について

神戸簡裁判事

伊丹簡裁判事
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3 法科大学院への裁判官の派遣について
合

「法科大学院派遣裁判官名簿」のとおり

4 司法研修所教官等の充職等について

『司法研修所教官等名簿」のとおり

5裁判官の昇給について

「平成30年4月1日付日付
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け裁判官昇給候補者名簿」のとおり

6平成30年春の藍綬褒章受章者の内定について（報告）

「平成30年春の藍綬褒章受章者名簿（内定) jのとおり
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裁判官会議（第10回）議事録

平成30年3月28日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者大谷長官，岡部，鬼丸， 山本， 山崎，池上，小池，木澤，菅野， 山口，戸

倉，林，宮崎，深山，三浦各裁判官

大谷長官議長席に着く。

議事

1 日本司法支援センターの中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可に

ついて

中村総務局長から，資料第1に基づき，標記の認可について説明があり，法務

大臣からの同認可についての求意見に対し，最高裁判所として意見がない旨回答

することを決定した。

2 民法の一部を改正する法律案（成年年齢の引下げ）について

平田民事局長から，標記の法律案について報告があった。

3 人事について

（1） 堀田人事局長から，資料第2に基づき，人事関係事項について説明があり，

1の裁判官の退官については，原案どおり決定及び報告がされ， 2の裁判官の

再任等， 3の裁判官の転補及び4の司法研修所教官の充職等については，いず

れも原案どおり決定し， 5の平成30年春の勲章受章者の内定については，報

告がされた。

（2） 堀田人事局長から，資料第3に基づき，旭川地方，家庭裁判所長の補職等に

ついて説明があり，次のとおり決定した。

ア名古屋高等裁判所判事藤山雅行の定年退官に伴い，旭川地方，家庭裁判所

長戸田久を名古屋高等裁判所判事（部の事務総括者）に補し，その後任者を

東京高等裁判所判事栗原壯太とする。

イ知的財産高等裁判所長清水節の定年退官に伴い，知的財産高等裁判所判事

（部の事務総括者）高部眞規子を知的財産高等裁判所長に補し，その後任者

を大津地方，家庭裁判所長大鷹一郎とし，その後任者を福岡高等裁判所宮崎

支部判事西川知一郎とする。

午前10時53分終了
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裁判官会議付議人事関係事項(平成30； 3,28提出）

1裁判官の退官について

依願免本官並びに兼官（平30. 4.30） さいたま家地越谷支判事・越谷簡裁

判事

鈴木祐治（52）

高崎簡裁判事

高野芳久

東京簡裁判事

丹沢達明

横須賀簡裁判事

大森一壽郎

東京簡裁判事

三好 誠

定年退官（平30． 5．． 5）

定年退官（平30． 5． 6）

定年退官（平30． 5． 8）

定年退官（平30. 5.15）

2裁判官の再任等について

京都地判事・京都簡裁判事 京都地判事・京都簡裁判事

朝倉亮子(50)

(平成30年4月24日限り任期終了者）

横浜地判事（部総括） ・横浜簡裁判

事

大竹優子(40）

(平成30年4月25日限り任期終了者）

最高裁調査官（東京地判事・東京簡

裁判事）

土井文美（50）

(平成30年4月27日限り任期終了者）

横浜地判事（部総括） ・横浜簡裁判

事 、

最高裁調査官（東京地判事・東京簡

裁判事）
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3裁判官の転補について

高崎簡裁判事 東京簡裁判事

猪瀬芳昭

福岡簡裁判事横須賀簡裁判事

丸尾敏也

4司法研修所教官の充職等について

解充司研教官 東京高検検事

飯島 泰（44）

東京高検検事充司研教官

石山宏樹（46）

5平成30年春の勲章受章者の内定について（報告）

「平成30年春の勲章受章者名簿（内定） 」のとおり
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